平成２２年３月１５日　

障害者ケアホーム等設置者　様
障害者ケアホーム等における防火安全体制の徹底について

去る３月１３日北海道札幌市の認知症高齢者グループホームにおける火災の発生により７名の方が死亡するという痛ましい事故が発生しました。

障害者ケアホーム等介護を要する者等が入居する社会福祉施設等において火災が発生した場合には、甚大な被害につながる恐れがあるため、平成１８年１月１９日付け１７医福第３１９号愛知県健康福祉部長通知「認知症高齢者グループホーム等における防火安全対策の徹底について」及び平成２０年６月５日付け２０地福第３３４号愛知県健康福祉部長通知「障害者ケアホーム等における防火安全対策の徹底について」により防火安全対策の徹底をお願いしているところです。

また、平成１９年７月３日付け１９地福第３９５号愛知県健康福祉部長通知「認知症高齢者グループホーム等の社会福祉施設における防火安全対策のための消防法施行令等の一部改正について」により、消防法の施行令改正についての通知も発出しております。

　これらの通知の内容を踏まえ、防火安全対策及び万一火災が発生した場合の消火・避難・通報体制を確保する等、防火安全対策に万全を期してください。
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